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はじめに

本稿はフランスの消費者法典 Codedelaconsommationl)のうち,消費者倒

産処理に関する部分を翻訳するものである｡

消費者法典は,様々な個別立法として散在 していた消費者保護に関する法規

定を体系化するために1993年に制定された｡その内容は既存の法律を文字どお

り法典化 codifierするたとどまって,消雪者倒産についても1989年のいわゆる

ネイエルツ法をほぼそのままの形で組み込んでいた｡その後,1991年の民事執行

手続法による執行裁判官創設に伴う改正を経て,1995年にはネイエルツ法の運

用をふまえた重要な改正が施され,その適用のためのデタレも同年に施行され

た｡

これら消費者倒産処理に関するフランスの法令を列挙するならば,次のよう

になる｡

亡:｣ ⊂コ Ed
●Lo主no89-1010du31decembre1989relativealapreventionetautraite一

.′ .■
mentdesdifficulteslieesausurendettementdesparticuliersetdes

familes[いわゆるネイエルツ法]

1)Codedelaconsommationという語は直訳すれば ｢消費法典｣となろうが,日本
語としてはいささかすわりが患い感がする｡わが国の法律用語としては消費者保護
法,もしくは消費者法という言葉が一般的である｡｢消費者保護法典｣とすることも
考えられたが,｢保護｣という語が余計な含意を伴う｡そこで平野裕之 ｢フランス消
費者法典草案｣法律論叢64巻5-6号221真以下に従い,本文のごとく訳した｡
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■■ ■■ ヽ
●Decretno90-175du21fewier1990relatifal'applicationdutitrelerde

メ ～ .■
lalo主no89-1010du31decembre1989relativealapreventionetau

.1■ ノ■
traitementdesdifficulteslieesausurendettementdesparticuliersetdes

familes[ネイエルツ法通用デタレ]
メ .■

●Lo主no91-650du9juillet1991portantreformedesproceduresciviles

d'ex昌cution[民事執行手続法]
.′

●Decretno921755du31juillet1992instituantdenouvellesreglesrelatives
.■

auxprocedurescivilesd'executionpourl'applicationdelaloino9ト650

du9juillet1991portantr昌formedesproc昌durescivilesd'ex昌cution[民

事執行手続法適用デタレ]

●Loino93-949du26juillet1993relativeaucodedelaconsommation

(partieL毎islative)[消費者法典 (法律部)制定法]
ノ■ ヽ

●Loino95-125du8fevrier1995relativeal'Organisationdesjuridictions

et左1aproc昌durecivile,p昌naleetadministrative[司法改革のための法

律 :消費者倒産については第27条より第33条]
ノト ノ■

●Decretno95-660du9mai1995relatif畠1aproceduredetraitementdes

situationsdesurendettementdesparticuliersprisenapplicationdutitre

IIIdulivreIIIduCodedelaconsommation [1995年改正による消費者倒産

処理法の通用デタレ]

1995年改正前のフランス消費者倒産処理手続については,わが国で既にいく

つかの紹介および検討がなされている2)｡本稿では1995年改正をめぐる議論の検

討を行うために,その準備 として,1995年改正後の消費者法典第 3巻第 3編の条

2)紹介としては,西沢宗英 ｢フランスの消費者倒産立法について｣杏林社会科学研究第

9巻1号 1頁 (1992),同 ｢フランス消費者倒産法における｢誠意のある(debonne
foi)｣債務者の概念｣中野貞一郎 ･石川明編 『民事手続法の改革』(1995,信山社)
319真以下,山本和彦｢フランスにおける消費者倒産の処理と予防一一いわゆるネエ

ルツ法の紹介を中心として一一｣法学57巻6号111頁 (1994)｡なお,山本和彦 『フ
ランスの司法』(有斐閣･1995)特に211真以下も参照｡
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文を訳出し,改正前の規定との対照および1995年適用デタレの抄録を注釈 とし

て付加することとした3)｡
E一

翻訳はJournalofficieldelaRepubliquefranGaise,LoietD昌cret,9

f昌vrier1995,pp.2175ets.(1995年法律)および GazetteduPalais,23et24

juin1995,Lpp.809ets.(1995年デタレ)を底本とした｡

3)注釈では,1995年改正前の消費者法典を｢旧し.33一条｣と表記した｡また1995年の
デタレはDと略した｡
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消費者法典

(目次)

第 1巻 消費者の情報取得および契約の締結

第 2巻 商品およびサービスの適合性および安全性

第 3巻 負債

第 1編 金融

第 2編 債務整理の伸介業務

第 3編 過重債務状態の処理 (本稿の対象)

第 1章 個人の過重債務委員会の下での手続について

第 2章 過重債務委員会の勧告措置に対する裁判官のコントロールについて

第 3章 共通規定

第 4巻 消費者団体

第 5巻 諸組織

第3巻 負 債

Endettement

第3編 過重債務状態の処理

Traitementdessituationsdesurendettement

第 1章 個人の過重債務委員会の下での手続について
ノ■

Delaproceduredevantlacommissiondesurendettementdesparticuliers

Art.L.33ト1【委員会の組織】

(1) 各県に少なくとも一つ,個人の過重債務委員会 commissiondesurendette一

mentdesparticuliersを置 く｡
.′■

(2) 委員会は,委員長として政府の県代表 lerepresentantdel'Etatdamsle
一■ ____ _ _ .′ ■■I

departement,副委員長として鼻会計官 letr昌sorier-payeurgeneral,事務
E:

局としてフランス銀行地方代表 lerepresentantlocaldelaBanquede

France,ならびに,フランス金融機関協会 1'AssociationfranGaisedes昌tab-
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lissements de cr昌ditお よび家 族 また は消 費者 の 団体 associations

familialesoudeconsommateursの提案に基づき政府の県代表が選任 した

者二名により構成される｡

[旧し.331-1条1項および2項]

D.1条(1)県令arr昌t昌pr昌fectoralにより,鼎委員会を複数設置し,それぞれの管轄

を定めることができる｡

(2) 事務局はフランス銀行の指定する場所に置かれる｡

D.2条(1) 鼎長官pr昌fetの代行者.

(2)県会計官の代行者｡

(3) 県長官および県会計官のいないときの代行者による主宰｡

D.3条 フランス銀行総裁による地方代表の指定｡

D.4条(1)県長官の県令による金融機関代表および消費者委員の指定は,更新可能な

1年任期で行う｡

(2) 3回連続欠席の場合の任命替え｡

D.5条 定足数は4名,可否同数の場合は委員長決裁｡

D.6条 海外県･海外領土の特則｡

Art.L.331-2【手続開始要件】

委員会は,本章の定める条件の下で,自然人の過重債務状態 situationde

surendettementdespersonnesphysiques,すなわち誠実な債務者が業務外

の債務で弁済期の到来 したものおよび到来するものdettesnonprofession-

nellesexigibleset左昌choirのすべてを支払うことが明らかに不可能な状態

を処理することを任務とする｡

[旧し.331-2条]

Art.L.331-3【手続開始請求,負債状況書作成,審尋,調査権】

(1) 手続は債務者の請求により委員会の下に係属する｡

(2)委員会は請求者が L.331-2条の定める状態にあることを確認する｡この点に

ついて委員会が下 した決定に対する不服申立は,執行裁判官が管轄する｡

(3)委員会は債務者の負債状況書 1'昌tatd'endettementを作成する｡債務者は
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積極財産および消極財産を委員会に申告 しなければならない｡

(4) 委員会は聴取が有用と認められる者すべてを審尋することができる｡

(5) 委員会は債権者に対する公告 appelを公示させることができる｡

(6) 反対の規定に関わらず,委員会は,行政庁,金融機関,社会保障･社会保護
■■

機関,ならびに金融 リスクおよび支払事故の集約機関 serviceschargesde

centraliserlesrisquesbancairesetlesincidentsdepaiementから,債務

者の状況,発展可能性ならびに進行中の合意に基づ く調停手続 procさdurede

conciliationamiableに関して正確な情報を得 られる資料すべてを伝達させ

ることができる｡

(7)地方公共団体および社会保障機関は,委員会の請求により,社会調査 en-
ノヽ

quetessocialesを行う｡

[旧L･331-3条1項,旧L･33ト4条,旧L･3,31-5条,旧L･332-2条]

D.7条 委員会の管轄は債務者の住所地による｡

D.8条 執行裁判官の管轄は債務者の住所地による｡ただし国外の債務者の場合は委

員会の所在地による｡

D.9条 債務者が署名し提出した申告書による開始請求で係属｡記載事項は債務者の

住所氏名,家族状況,収入,積極 ･消極財産の一覧,債権者の住所氏名｡委員

会は債務者および債権者に通常郵便にて係属を通知する｡

D.10条(1)委員会は請求の受理可能性を審査しなければならない｡委員会は理由を

付けて決定し,債務者および債権者に受領通知請求付書留郵便にて送達する｡

この手紙は,送達から15日以内に,委員会事務局宛の受領通知請求付書留郵便

にて,執行裁判官-の不服申立が可能なことを指摘する｡

(2) 不服申立書の記載事項と委員会の記録送付

(3) 裁判官は両当事者を召喚し意見を聞いて裁判する｡

(4)裁判所書記は決定を当事者および委員会に通知する｡

(5)裁判官の決定に対しては控訴禁止｡

D.11条(1)L.33ト3条の公告は新聞敗上になされる｡

(2) 公告費用の分担に合意が出来ない場合は委員会が執行裁判官に決定を求め

る｡

D.12条 委員会またはその構成員による債権者および債務者の審尋｡補佐を求める

ことが可能である旨を召喚状に明記する｡
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Art.L.33ト4【債権調査請求】

委員会は,争いがある場合において,債権名義の効力および請求金額の確認

を求めて,執行裁判官を係属させることができる｡

[新設]

D.13条(1)請求は通常郵便による｡

(2) 請求には債務者および債権者の住所氏名職業,請求の対象と理由を記載し,調

査に必要な書類を添附する｡

(3) 委員会は債務者及び関係する債権者に係属を通知する｡

D.14条(1)債権調査は手続上の必要に応じ,委員会の任務遂行を可能にするために

行われる｡

(2) 有効性が認められなかった債権は手続から排除される｡

D.15条 裁判官は両当事者の意見を聞いて決定する｡この決定に対しては控訴禁止｡

Art.L.331-5【強制執行手続停止請求】

(1) 委員会は扶養 alimentaire債務以外の債務について,債務者に対 して向け

られた執行手続の停止のため執行裁判官を係属させることができる｡

(2)債務者の状況から必要な場合,裁判官は執行手続の仮の停止 suspension

provisoireを言い渡す｡この停止は委員会の下での手続期間中にのみ及び,一

年を超えることはできない｡

(3)委員会が L.33ト7条に定められた措置を勧告 した場合,裁判官が L.332-1条

の通用による執行力を付与するまで,あるいは裁判官が L.332-2条の適用によ

り係属 した場合は判決を下すまで,仮停止の期間は延長される｡

(4)執行手続の仮停止を命 じる決定は,裁判官の許可ある場合を除き,債務者に

対 して,支払不能 insolvabiliteを悪化させるあらゆる行為,扶養料債権以外

で決定以前に発生 した債権の全部または一部の弁済,以前に発生 した債権の

弁済をなすべき保証人を解放するd昌Sint昌resserこと,および財産の通常の管

理 gestionnormale以外の処分行為を行うことを禁止する｡;この決定はま

た,保証および担保設定 も禁止する｡
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[旧し,331-3条 3項]

D.16条(1)強制執行仮停止請求は通常郵便により,執行裁判官書記に送付する｡委員

長の署名した請求書には債務者および執行債権者の住所氏名等を記載する｡

(2) 債務者の収入概況表 昌tatsommairedesrevenus,積極財産 ･消極財産一覧

表 relev昌des昌1昌mentsactifsetpassifsdesonpatrimoine,負債表 昌tatde

sonendettement,執行手続の一覧表 listedesproc昌duresd'ex昌cutionen

coursを添付する.

D.17条(1)執行停止命令は執行債権者および執行実施機関に受領通知請求付書留

郵便にて送達する｡

(2) 通知書には解除請求 demandeenr;tractationが可能なことを記載する.

(3)仮停止決定および解除請求に対する決定は写を単純郵便にて委員会に送付

し,委員会が債務者に通知する｡

(4) 解除請求を認める決定は単純郵便にて,棄却する決定は受領通知請求付書留

郵便にて,書記が請求債権者および執行実施機関に通知する｡

(5) これらの命令に対しては控訴禁止｡

Art.L.331-6【調停,計画の内容】

(1) 委員会は,債務者及び主要 な債権者の同意 に基づ く更生計画協定 plan

conventionnelderedressement作成のため,当事者を調停する任務を負う｡

(2)計画は,債務弁済の猶予 reportまたは再分割 r昌昌chelonnement,債務免除

remise,利息の割引 r昌ductionまたは削除 suppression,長期債務-の転換

consolidation,担保の設定または入れ替えをその内容 とすることができる｡

(3) 計画は,債務弁済を可能ならしめる行為 または保証する行為の債務者によ

る実行を,これらの措置の条件 とすることができる｡また,支払不能を悪化 さ

せる行為を控えることを条件 とすることができる｡

(4) 計画はその履行方法 を定める｡

[旧し.33ト6条 1項,L.331-7条]

D.18条 更生計画協定は当事者が署名し,その写を当事者に送付する｡

D.19条 更生計画協定は債務者が履行すべき義務につき催告miseendemeureを

受けてなお履行せず15日を経過した場合には当然に失効 caducすることを記
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Art.L.331-7【更生措置の勧告】

(1)委員会は調停の任務が失敗した場合,債務者の請求に基づき,当事者の見解

を求めた上で,以下の措置の全部または一部を勧告 recommanderすること

ができる｡

1号 租税 fiscales,準租税 parafiscales,または社会保障機関に対するもの

を除き,債務弁済の猶予または再分割をなすこと｡ただし猶予または分割

の期間は5年あるいは現在の借入れの残存期間の半分を超えることはで

きない｡;期限の利益喪失がある場合,猶予または再分割の期間は利益喪

失前に残存 していた期間の半分まで付与することができる｡

2号 弁済をまず元本に充当すること｡

3号 猶予あるいは再分割の期間中,法定利率を下回る割引利率による利息

が生 じることを特別の理由を付 した決定により,かつ債務者の状況が必

要とする場合に,命 じること｡

4号 債務者の主たる住居について,その取得に必要な金員を出した金融機

関の有する登録がなされているものの強制売却の場合,特別の理由を付

した決定により,売却後も金融機関に対 して残る不動産貸付の残存額を,

前号までに規定したように計算された分割をともなった弁済が債務者の

収入および負担と両立する割合まで,割 り引くことができる｡この条項

は,不動産差押を回避するための随意売却で,その日的および方法が債務

者と金融機関との共同合意により定められた場合にも適用される｡いず

れの場合も,本号は売却から-年以内でなければ援用できない｡ただしこ

の期間中にL.331-1条所定の委員会が係属 していない場合は除く｡

(2) 委員会は,債務者が債務弁済を容易にし,または保証するための行為の実行

をこれらの措置の条件とする旨勧告することができる｡また,支払不能を悪化

させる行為を控えることを条件とする旨勧告することができる｡

(3)本条適用について委員会は,債権者のそれぞれが契約締結時に債務者の負
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債状況について持ちえた認識を考慮する｡

(4)本条の規定は扶養債務に適用 しない｡

(5)第 1項の適用を求めた債務者の請求は,時効および出訴期間を中断させる｡

[新設 :ただし,旧し.331-6条 2項,旧し.332-5条,旧し.332-6条,旧し.332

-7条]

D.20条(1) 更生計画協定への同意調達が不可能であることを確認した場合,委員会

はその旨の通知を債務者と債権者に送る｡

(2) その通知には通知送達から15日以内に勧告申立が可能なことを記載する｡

(3) 強制執行仮停止が命じられている場合,前項の期間中その効果が続き,あるい

はL,331-7条の申立をした場合に裁判官が判断を下すまで続くことを前項の通

知に記載する｡

D.21条(1)勧告申立は債務者が署名した申告書を委員会事務局に提出する｡

(2) 委員会は債権者に申立を通知する｡

D.22条(1)委員会は当事者の見解を聴取した後2ヶ月以内に意見を出す｡L.33ト7

条3号および4号の適用には特別の理由を付ける｡

(2) 委員会の意見は受領通知請求付書留郵便にて当事者に送達される｡これには

L.332-2条1項の文言を記載する｡

Art.L.331-8【手続外債権者への対抗不能】

L.33ト7条の適用により勧告され,L.332-1条またはL.332-2条の適用によ

り執行力を付与された措置は,債務者が記載せず,委員会により通知がなされ

なかった債権者に対 しては対抗 されない｡

[新設]

Art.L.33ト9【強制執行不能】

L.33ト7条の適用により勧告され,L.332-1条またはL.332-2条の適用によ

り執行力を付与された措置が対抗される債権者は,この措置の執行期間中債

務者の財産に対 して執行手続を行 うことができない｡

[新設]
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Art.L.33ト10【補佐の自由】

当事者は,自ら選択 したあらゆる者により委員会の前で補佐を受けること

ができる｡

[旧 し.331-9条]

DJ2条 委員会の審尋と補佐可能 (Art.L.33ト4参照)

Art.L.331-ll【守秘義務】

委員会の委員,ならびにその作業に携わったり過重債務状態処理に呼び出

された者はすべて,本章の手続の中で知った情報を第三者に漏らしてはなら

ず,刑法典226-13条所定の制裁が通用される｡

[旧 し.331-10条]

第 2章 過重債務委員会による勧告措置についての裁判官のコントロール
′＼ ノ■

Ducontroleparlejugedesmesuresrecommandeesparlacommissionde

surendettement

Art.L.332-1【執行力付与】

執行裁判官は,L.332-2条 1項に定められた異議が係属 しなかった場合,L.

331-7条の適用により委員会が勧告 した措置に対 して,その適汝性rggularit昌

について審査 したのち,執行力を付与するconf占rerforceex昌cutoire｡

[新設]

D.23条(1)委員会は意見を下した後15日以内に,執行力付与のため,勧告措置を執行

裁判官に送付する｡

(2)裁判官に対しては,本デタレ20条および21条の通信文ならびに債務者の申立

書を添付する｡

D.24条(1)執行裁判官は送付された資料に基づき,勧告内容及び手続の適法性を確

認する｡

(2) 裁判官は勧告の内容を補充 ･変更することは出来ない｡

D.25条(1)裁判官はL.332-2条の異議が提起されない限り,命令を下す｡

(2)執行力を付与する場合はその旨付記する｡
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(3) 裁判所書記は命令の執行謄本を記録とともに委員会に送付し,委員会はこれ

を各当事者に送達する｡

(4)勧告が不適法または手続が違法の場合,裁判官は委員会に命令謄本を送り,上

記22条の手続をとらせる｡;書記は当事者に通常郵便で通知する｡

(5)裁判官の決定に対しては控訴禁止｡

Art.L.332-2【異議,公告,債権調査,情報請求権限】

(1) 当事者は,L.331-7条の適用により委員会が勧告 した措置に対 して,その送

達がなされたときから15日以内に,執行裁判官の下に異議 を述べることがで

きる｡

(2) 裁判官は判決する前に,当事者の請求に基づ き,前項所定の 〔勧告〕措置の

一つまたは複数の執行を仮に命 じることができる｡

(3) 裁判官は債権者に対する公告を公示させることができる｡

(4)裁判官は職権にても,債権名義の効力および額ならびに債務者が L.331-2条

の定める状態にあることを確認する｡

(5)裁判官はまた,有用と認めるあらゆる証拠調べを命 じることができる｡その

費用は国庫の負担とする｡

(6) 反対の規定に関わらず,裁判官は,債務者の状況およびその発展可能性を評

価可能にするあらゆる情報を伝達させることができる｡

[新設,ただ し旧 し.332-2条 2項 3項]

D.26条(1)不服申立は執行裁判官の書記に提出する｡

(2) 不服申立の記載事項と添付書類｡

(3)委員会-の記録請求｡

D.27条 L.332-2条第2項による勧告の仮執行請求は執行裁判官書記に提出する｡

D.28条(1)仮執行請求は当事者の意見を聞いた上で決定する｡決定は書記が当事者

に送達する｡
メ

(2) 仮執行は,それが明らかに行きすぎた結果consequencesmanifestement

excessivesをもたらすときには控訴院院長がレフェレにより停止することが

できる｡この請求は前条の送達から15日以内に限り請求できる｡

D.29条(1)債権者-の公告は書記が11条の方式によって行う｡
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(2) 公告費用の分担に.合意が出来ない場合は執行裁判官が終審として決定する｡

D,30条(1) 当事者の弁論期日への召喚｡

(2) 民事執行手続法適用デタレ13条及び14条の適用｡

Art.L.332-3【異議に対する裁判と更生措置】

L.332-2条に定める異議について判決する裁判官は,L.331-7条所定の権限を

有する｡

[新設]

D.31条(1)異議に対する判決は当然に仮の執行力を有する｡

(2) 判決は各当事者に受領通知請求付書留郵便で送達される｡

(3) この判決に対しては控訴可｡

D.32条(1) 当事者は自ら防御し,あるいは補佐または代理をなさしめることができ

る｡

(2)控訴および破穀申立は,新民訴法典931条から949条,983条から995条の手続

に従い,代理強制は伴をわない｡

第 3章 共通規定 Dispositionscommunes

Art.L.333-1【社会保障債権の免除】

社会保障･保護機関の債権はコンセイエ･デタのデタレに定める条件で免除

の対象 となりうる｡

[旧し.333-1条]

Art.L.333-2【失権事由】

以下の者は本編の適用について失権する｡

1号 故意に虚偽の申告をなし,または不正確を文書を提出し,もって過重

債務状態処理手続を享受 しようとした者｡

2号 同様の目的で財産の全部または一部を逸出ないし隠匿 し, もしくは

しようとした者｡

3号 債権者,委員会または裁判官の同意なくして,過重債務状態処理手続
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の進行中または計画 もしくはL.33ト7条の措置の執行期間中に,新たな

借入に署名 して負債 を増大 させ,または財産処分行為を行った者｡

[旧 し.333-2条]

Art.L.333-3【企業更生対象者の除外,アルザス ･ロレーヌ特則】

(1)本編の規定は,債務者が企業の困難についての予防と和解的整理に関する

1984年 3月 1日法律84-148号,農業経営を経済･社会条件に適合させるための

1988年12月30日法律88-1202号,企業の裁判上の更生および清算に関する1985

年 1月25日法律85-98号に基づ く手続の適用を受ける場合,適用 しない｡

(2) 同 じ[本編の]規定はオーラン,バラン,モーゼル県にフランス商事法を導

入する1924年 6月 1日法律22条,23条,24条の適用を妨げない｡

[旧 し.333-3条]

Art.L.333-3-1【在外フランス人-の適用】

(1)本編の規定は過重債務状態にあるフランス国籍の債務者でフランス国外に

居住 し,フランスにおいて設立された債権者に対 して業務外の債務を負 う者

にも適用する｡

(2)債務者は,債権者の一人が事業所を有する地の過重債務委員会に,この目的

で申し立てることができる｡

[新設]

Art.L.333-4【支払事故データベース】

(1) 自然人が業務以外の必要のため供与された金融に関 して,その支払事故に

関する情報を収集する全国ファイル fichiernationalを設けるものとする｡こ

のファイルは,フランス銀行が管理する.このファイルはコンピューター,フ

ァイルおよび自由に関する1978年 1月6日法律78-17号の規定の適用を受け

る｡

(2)金融機関の活動および規制に関する1984年 1月24日法律84-46号に定めら

れた金融機関ならびに郵便局の金融部門は,前項所定の事故につ きフランス
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銀行に申告 しなければならない｡

(3) 第 1項所定のファイルは,本巻第 3編に定められた合意に基づ く措置また

は裁判に基づ く措置についても収集する｡これらはL.33ト1条所定の委員会ま

たは小審裁判所書記によってフランス銀行に伝達される｡

(4) 前項に定められた情報の集中は,フランス銀行のみがこれを行う｡

第 2項に規定された機関を代表する業界組織 または中央機関は,支払事故を

収集するファイルを保持することのみが許される｡

(5) フランス銀行は,ファイルにある記名情報を金融機関および上記の金融部

門に配布するために,職業上の守秘義務を免除される｡

(6)フランス銀行,金融機関および郵便局金融部門は,前掲1978年 1月6日法律

78-17号35条に基づいてアクセス権を行使 している関係者に対 してであって

も,いかなる形態のコピーも交付することは許されず,同法43条および44条の

制裁が適用される｡

[旧し.333-4条]

Art.L.333-5【登録,修正,利用の規則】

コンピューターと自由に関する全国委員会および前掲1984年 1月24日法律

84-46号59条により設けられた諮問委員会の意見を得て,銀行規制委員会
一■

comit;delareglementationbanquaire規則により,特に情報の修正,登

録,保存および諮問に関する方法が定められる｡

[旧し.333-5条]

Art.L.333-6【海外県の実施機関】

海外県において,本条によりフランス銀行に割 り当てられた権限は,海外曝

発券機関 institutd'昌missionが行使する｡

[旧し.333-6条]

Art.L.333-7【経過規定】
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(1) L.333-1条,L.333-3条ないしL.333-6条,および L.333-8条の各規定は1990

年 1月2日現在において進行中の契約に適用される｡

(2) 本編のその他の規定は,裁判組織および民事,刑事,行政の各訴訟に関する

1995年 2月8日法律95-125号33条ⅠⅠに定められた施行 日において進行中の手

続に直ちに適用される｡

D.33条一刑事訴訟法典 R.93条の補充

D.34条一旧デタレの廃止

D.34条一関係省庁の施行義務等


